高知県土佐和牛経営安定対策推進事業費補助金交付要綱　新旧対照表

	改　　正　　案
	現　　　　　行

	（略）
（補助金の交付の決定）
第５条　知事は、前条第１項の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該交付の申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。
（略）
（補助の条件）
第６条　補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等県の取扱いに準じて行わなければならない。
（略）
（補助金の交付の決定の取消し）
第９条　知事は、補助事業者（間接補助事業者を含む。）が第５条ただし書各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（略）
附則
１　この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
２　この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第６条第２項第３号から第５号まで、第９条、第10条第３項、第12条及び第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
（略）
附則
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
別表（第３条関係）
（略）
（削除）
別記
第１号様式（第４条関係）
（略）
（注）記の記載は、事業ごとに次に掲げる様式とする。
様式１－１　土佐和牛経営安定基金造成
様式１－２　土佐和牛繁殖雌牛保有促進（削除）
（略）
様式１－２　土佐和牛繁殖用雌牛保有支援（削除）
（略）
	（略）
（補助金の交付の決定）
第５条　知事は、前条第１項の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該交付の申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。ただし、肉用牛の貸付けを受ける者（以下「肉用牛借受者」という。）又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。
（略）
（補助の条件）
第６条　補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを肉用牛借受者又は間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等県の取扱いに準じて行わなければならない。
（略）
（補助金の交付の決定の取消し）
第９条　知事は、補助事業者（間接補助事業者を含む。）又は肉用牛借受者が第５条ただし書各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（略）
附則
１　この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
２　この要綱は、令和３年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第６条第２項第３号から第５号まで、第９条、第10条第３項、第12条及び第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
（略）
（追加）
別表（第３条関係）
（略）
３　土佐和牛肥育経営体質強化緊急対策
高知県農業協同組合が実施する、土佐和牛肥育もと牛導入を促進する取組に補助する。
（１）県内肉用牛生産者が、高知県農業協同組合が作成した出荷計画に応じて土佐和牛を出荷したときに、当該出荷月から翌々月末までの間に、県内家畜市場において和牛肥育もと牛（12月齢未満に限る。）を導入するために要する経費
　（１頭当たり10万円）
（２）県内肉用牛生産者が、高知県農業協同組合が作成した出荷計画に応じて土佐和牛を出荷したときに、当該出荷月から翌々月末までの間に、県外家畜市場において和牛肥育もと牛（12月齢未満に限る。）を導入するために要する経費
（１頭当たり５万円）
別記
第１号様式（第４条関係）
（略）
（注）記の記載は、事業ごとに次に掲げる様式とする。
様式１－１　土佐和牛経営安定基金造成
様式１－２　土佐和牛繁殖雌牛保有促進、土佐和牛肥育経営体質強化緊急対策
（略）
様式１－２　土佐和牛繁殖雌牛保有促進、土佐和牛肥育経営体質強化緊急対策
（略）


